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第 1 章 総則 

１ 件名 

苫小牧市営住宅管理業務委託 

２ 趣旨 

この仕様書は、苫小牧市（以下「市」という。）が、受託する事業者（以下

「受託者」という。）に委託する苫小牧市営住宅の管理業務（以下「業務委託」

という。）について、必要な事項を定める。 

３ 対象施設等 

 業務委託の対象とする施設等は、別紙１「市営住宅所在地等一覧」及び「共同

施設所在地等一覧」の市営住宅等とその敷地内とする。 

４ 業務委託の内容 

市が委託する業務は、次のとおりとする。 

なお、業務の詳細については、第２章「市営住宅管理業務の実施基準」のとお

りとする。 

(1) 業務委託の内容 

ア 住宅管理人業務 

イ 夜間休日管理業務 

ウ 営繕業務 

(2) 業務委託開始に向けた準備 

受託者は、契約締結後、業務委託開始に向けて速やかに次の準備を行うこと。 

ア 業務運営計画書の作成 

業務委託を遂行するために必要な実施体制、人員配置計画、連絡及び報告

手段などを市と協議のうえ、運営設計を行い、業務運営計画書を作成するこ

と。 

イ 業務手順書の作成 

本仕様書、市が提供する資料、ヒアリング等により、業務手順書を作成す

ること。 

ウ 緊急時対応計画書の作成 

災害時 等の緊急 事態に対応 するため の緊急時対 応計画書 を作成すること。 

エ 研修の実施 
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業務従事者に対する研修計画書を作成し、これに基づき、業務委託を遂行

するうえで必要な接遇、知識及び能力を十分に習得するための研修を実施す

ること。 

 (3) 貸与物件の返還及び原状回復 

受託者は、業務委託期間終了時（契約解除により契約終了の場合を含む。）

には、業務委託の遂行にあたり貸与を受けた物件を遅滞なく市に返還すること。 

なお、貸与を受けた物件について損害が生じた場合、受託者の責任において

当該物件を原状に回復すること。 

５ 業務委託の期間等 

契 約 日 令和８年７月末予定 

業 務 準 備 ・ 引 継 ぎ 期 間 契約日から業務委託の開始予定日の前日まで 

業 務 委 託 開 始 予 定 日 令和８年１０月１日 

業 務 委 託 終 了 予 定 日 令和１３年９月３０日 

６ 業務場所 

第 2 章「市営住宅管理業務の実施基準」のとおりとする。 

７ 業務日時 

原則として、第２章「市営住宅管理業務の実施基準」のとおりとする。ただし、

市と受託者が協議のうえ、これを変更することができる。 

８ 予定業務量 

第２章「市営住宅管理業務の実施基準」のとおりとする。 

９ 貸与物件 

(1) 貸与物件 

別紙２「貸与物件一覧」のとおりとする。 

(2) 貸与物件の返還及び原状回復 

受託者は、業務委託期間終了時（契約解除により契約終了の場合を含む。）

には、業務委託の遂行にあたり貸与を受けた物件を遅滞なく市に返還すること。 

なお、貸与を受けた物件について損害が生じた場合、受託者の責任において

当該物件を原状に回復すること。 

10 納入成果物 
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業務委託に関する納入成果物は、次のとおりとする。 

なお、この成果物に係る一切の権利は、納入と同時に市に帰属する。 

納期 成果物 備考 

業務委託 
開始前 

業務運営計画書 
変 更 が 生 じ た 場
合、随時更新し、
提出すること 

業務手順書 

緊急時対応計画書 

研修計画書、研修実施報告書及び研修資料一式 

日次 日次報告書 

「 19 実 績 報 告
等」のとおり 

週次 週次報告書 

月次 月次報告書 

年次 次年度の業務運営計画書及び業務改善計画書 

随時 
その他の報告資料等 

 
その他市が指定する資料 

業務委託 
終了時 業務引継書 

業 務 手 順 書 、 具
体的な留意点等 

 ※ 成果物が市 の求める 水準に達し ていない と判断され た場合は 、市と受託 者

が協議のうえ、市は受託者に成果物の再提出を求めることができる。 

11 業務委託の実施体制 

業務委託の遂行にあたっては、総括管理者、副総括管理者、現場責任者及び業

務従事者（以下「業務従事者等」という。）を適正数配置し、効率的かつ効果的

な運営体制により、正確で迅速な業務処理を行うこと。 

また、繁忙期・繁忙時間帯においても業務が滞ることのないよう適切な人員配

置を行うこと。 

(1) 総括管理者の配置 

ア 受託者は、業務委託の円滑な遂行を図るため、業務全体を把握し、調整す

ることができる総括管理者を配置すること。 

イ 総括管理者は、常に業務委託の遂行状況の把握に努め、業務全体の管理、

業務実績の把握、業務水準の維持・向上、市との連絡調整、連絡事項の周知

徹底、業務従事者等の育成、研修計画の作成、リスク管理等を行うこと。 

ウ 総 括管理者 は、契約 上の疑義 が生じた とき又は 緊急に対 応すべき 事態が 

発生したときは、市と協議のうえ、必要な対応を図ること。 

(2) 副総括管理者の配置 
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ア 受託者は、総括管理者を補佐し、総括管理者に事故があるとき又は欠けた

ときには総括管理者の事務を行う副総括管理者を配置すること。 

イ 副総括管理者は、総括管理者を補佐し、総括管理者に事故があるとき又は

欠けたときにはその事務を行う。 

(3) 現場責任者の配置 

ア 受託者は、各管理事務所における業務委託の管理、業務実績の把握、業務

水準の維持・向上、市との連絡調整、連絡事項の周知徹底、業務従事者等の

育成、研修計画の作成、リスク管理等を行う現場責任者を配置すること。 

イ 受託者は、夜間休日管理業務及び営繕業務における業務委託の管理、業務

実績の把握、業務水準の維持・向上、市との連絡調整、連絡事項の周知徹底、

業務従事者等の育成、研修計画の作成、リスク管理等を行う現場責任者を配

置すること。 

ウ 現場責任者は、トラブル発生時には、総括管理者へ速やかな報告、引継ぎ

を行うこと。 

(4) 業務従事者の配置 

ア 受託者は、業務委託の実務担当者として、担当業務の内容を理解し、正確

かつ迅速な事務処理が可能な業務従事者を配置すること。 

イ 業務従事者は、トラブル発生時には、総括管理者又は現場責任者へ速やか

な報告、引継ぎを行うこと。 

(5) 業務従事者等名簿、業務委託体制表及び勤務予定表の提出 

受託者は、業務従事者等名簿及び業務委託体制表を作成し、あらかじめ市に

提出すること。 

また、毎月の業務開始前に、業務従事者等の勤務予定表を市に提出すること。 

なお、変更が生じた場合は、速やかに業務従事者等名簿及び勤務予定表の変

更を行い、市に提出すること。 

(6) 業務従事者等の服装 

受託者は、業務従事者等に対し、適切な身だしなみについて指導するととも

に、制服及び受託者の従業員であることを示す名札を着用させ、その地位を明

確にすること。 

(7) 業務従事者等の教育 

受託者は、業務従事者等に対し、業務委託を遂行するうえで必要な接遇、知

識及び能力を十分に習得させるため、受託者の責任において研修等を定期的に
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実施し、業務水準の維持・向上に努めること。 

(8) 業務手順書の改善 

適正かつ円滑な業務委託の遂行のため、適宜、業務手順書の改善を行い、業

務水準の向上に努めること。 

なお、法改正等により業務委託の内容に変更が生じた場合は、速やかに業務

手順書の更新を行い、市に提出すること。 

(9) 受託者及び業務従事者等の遵守事項 

受託者及び業務従事者等は、業務委託の実施にあたっては、次に掲げる事項

を遵守しなければならない。 

ア 業 務委託に 関して、 いかなる 理由にお いても入 居者又は 入居を希 望する 

者等（以下「入居者等」という。）から金品その他のものを収受してはなら

ない。 

イ 入 居者等の 所有物件 を損壊し ないよう 細心の注 意を払わ なければ ならな

い。 

ウ 業 務を行う ときには 常に身分 証明書を 携帯し、 入居者等 から掲示 を求め 

られたときは掲示しなければならない。 

エ 業務に従事しているときは、他の営業行為をしてはならない。 

オ 現場を訪問するときは、原則として業務時間内に行うものとする。ただし、

入居者等の依頼があったとき又は了解を得たときは、この限りでない。 

カ 現地作業の際、入居者等の居室に立ち入るときは、立ち入る目的を告げ、

必要な範囲を越えて立ち入ってはならない。 

キ 態 度及び言 葉使いに 十分注意 するとと もに、入 居者等の 誤解を招 く言動 

をしてはならない。 

12 トラブルへの対応 

業務委託に関する苦情、トラブルが発生したときは、受託者の責任において対

応するとともに、速やかに市へ報告すること。ただし、市の制度・施策に関する

こと、業務委託以外のこと等については、直ちに市に引き継ぐこととする。 

なお、苦情等の発生後においては、その原因究明を行い、必要な再発防止策

を講じること。 

13 業務水準 

(1) 業務水準の設定 

市と協議のうえ、正確性及び迅速性について達成すべき業務水準を設定し、
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質の高いサービスの提供に努めること。 

また 、業務委 託内容 に ついての 専門的な 知識及び 経験を有 す る業務 従事者 

等により業務委託を安定的に遂行すること。 

(2) 業務水準の確認等 

市は、定期的に業務委託の遂行状況を確認し、業務水準の達成状況に関する

評価を行う。この評価において、設定した業務水準に達しないと認められた場

合、受託者は、その原因分析を行い、課題の解決策等を明記した改善報告書を

市に提出すること。 

14 関係法令等の遵守 

受託者は、業務委託の実施にあたっては、次に掲げる開係法令等の規定に従い、

適正に業務を遂行すること。 

また、業務委託期間中、関係法令に改正があった揚合は、改正された内容を仕

様とする。 

(1) 公営住宅法、同法施行令及び同法施行規則 

(2) 住宅地区改良法、同法施行令及び同法施行規則 

(3) 個人情報の保護に関する法律（以下「個人情報保護法」という。）、同法施

行令及び同法施行規則 

(4) 苫小牧市営住宅管理条例（以下「管理条例」という。）及び同条例施行規則

（以下「規則」という。） 

(5) 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（以下「障害者差別解消法」

という。）、同法施行令及び同法施行規則 

(6) その他の管理業務に適用される法令 

15 守秘義務・個人情報の管理 

(1) 受託者は、個人情報保護法及びその他の関係法令を遵守すること。 

なお、個人情報及び特定個人情報の取扱いについては、別紙３「個人情報の

取扱いに関する特記事項」のとおりとする。 

(2) 受託者は、個人情報保護及び秘密保持の重要性に鑑み、業務委託の遂行にお

いて遺漏のないよう就業規則、業務規定及びその他の規定を整備し、業務従事

者等に遵守させること。 

(3) 受託者は、業務従事者等に対し、個人情報保護及び情報セキュリティに関す

る研修を定期的に実施し、その結果を市に報告すること。 

(4) 受託者は、業務 従事者等 と事前に情 報セキュ リティに関 する誓約 書を取り 
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交わし、業務従事者等の退職後においても、情報が漏えいすることがないよう

対策を講じること。 

16 情報セキュリティの確保 

(1) 受託者は、業務委託の遂行にあたり、次の事項を遵守すること。 

ア 業務委託の遂行において記録媒体を必要とする場合は、事前に市から許可

を受けた記録媒体のみを使用すること。 

  イ 市の情報セキュリティ対策を理解し、その内容を遵守すること。 

  ウ  個人情報 は全てセ キュリティ エリア内 に書庫を配 置し、施 錠管理して 保

管すること。 

(2) 受託者は、上記の事項に違反し、市又は第三者に損害を与えたときは、速や

かに市に報告し、その損害を賠償すること。 

17 労働環境 

(1) 受託者は、業務従事者等に対して、労働基準法、労働安全衛生法、労働者災

害補償法及びその他の労働関係法令上の責任を負い、受託者の責任において労

働管理を行うこと。 

業務 従事者等 の労働 災 害につい ては、受 託者の責 任と費用 で 処理し なけれ 

ばならない。ただし、市の管理事務所等における市の責めに帰する事由による

災害については、この限りでない。 

(2) 業務従事者等の雇用にあたっては、適法な雇用契約を締結し、適切な雇用形

態とすること。 

(3) 市の管理事務所 等におい て、安全で 衛生的な 業務委託の 遂行を損 なうおそ 

れがある場合、受託者は直ちにその旨を市に報告すること。市は、これに応じ

て速やかに安全又は衛生上、必要な措置を講じるものとする。 

なお、市が当該措置を講じるまでの間、受託者は、危険を回避するために必

要な臨時的措置を講じることができる。 

(4) 上記の場合において、重大な危険性があり、かつ急迫しているときは、受託

者は、安全が確認できるまで業務委託の遂行を停止することができる。 

(5) 地震、火災、疫病及びその他の不可抗力により、業務委託の全部又は一部が

遂行不能となった場合、受託者の責任を免除する。 

18 危機管理 

(1) 受託者は、事前に緊急時の体制を整備するとともに、受託者の責任において、
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業務委 託の遂行 に関する 安全対策に 万全を期 すため、 必要な措置 を講じる こ

と。 

(2) 受託者は、事故、災害などの緊急事態が発生した場合は、直ちに調査を行い

その状況を市に報告するとともに、業務委託の遂行に支障を来すことがないよ

う、市と協議のうえ、十分な対応を図ること。 

(3) 受託者は、震度 ５弱以上 の地震が発 生したと き及び津波 警報が発 表された

とき、その他市の要請があったときには、各管理人事務所に必要な人員を配備

すること。 

(4) 防火管理 

受託者は、防火管理者の資格を有する者を配置し、消防法に基づく防火管理

者の業務を行うこと。 

19 実績報告等 

受託者は、業務委託の遂行に関し、定められた期日までに報告書を提出するこ

と。 

(1) 日次報告（翌営業日までに報告） 

ア 申請書等の種類別処理件数 

イ 現金引継簿・現金払込簿（様式１） 

(2) 週次報告 

ア 管理事務所業務記録日誌（様式 2） 

イ 営繕業務作業報告書（様式 3） 

(3) 月次報告（業務遂行月の翌月５日までに報告） 

ア 日次報告のまとめ 

イ 事務処理月報 

ウ 実績報告 

(4) 年次報告（市と協議のうえ、決定した日までに報告） 

ア 次年度の業務運営計画書及び業務改善計画書 

(5) その他の報告資料等（市と協議のうえ、決定した日までに報告） 

ア 業務委託に関する報告書 

イ 業務区分ごとの統計資料 

20 連絡会議の開催 

受託者は、月１回、各業務の月次報告、課題の整理、業務改善策の提示等のた

め、市との連絡会議を開催すること。 
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また、このほかに緊急に解決しなければならない課題等が発生した場合、臨時

的に会議を開催すること。 

会議の日時については、市と受託者の協議により決定する。 

なお、連絡会議等の議事録は、受託者が作成し、市に提出すること。 

21 費用負担 

市と受託者との業務委託準備・引継ぎ期間、業務委託期間及び業務委託終了時

における費用分担は次のとおりとする。 

なお、表に定めのない事項が生じた場合には、市と受託者が協議のうえ、負担

者を決定する。 

(1) 業務委託準備・引継ぎ期間 

内容 
負担者 

備考 
市 受託者 

業務従事者等の研修  ○  

業務従事者等の制服、名札等の準備  ○  

業務遂行に必要な貸与備品一式 ○  
※別紙２ 

貸与物件一覧 

休憩スペース、ロッカー等の準備 ○   
業 務 委 託 引 継 ぎ に 係 る 執 務 室 等 の
光熱水費、通信費 ○  携帯電話は除く 

貸 与 物 件 一 覧 に 記 載 の な い 備 品 の
追加調達  ○  

(2) 業務委託期間 

内容 
負担者 

備考 
市 受託者 

届出書・申請書・領収書等の用意 ○   

業 務 委 託 の 遂 行 に 必 要 な 貸 与 備 品
一式の維持管理 ○  

※別紙２ 

貸与物件一覧 

執務室等の光熱水費、通信費 ○  携帯電話は除く 
業 務 従 事 者 等 が 使 用 す る 工 具 ・ 文
房具などの消耗品  ○  

貸 与 物 件 一 覧 に 記 載 の な い 備 品 の
追加調達  ○  

業務従事者等の制服、名札の調達  ○  

ロッカー等の追加調達  ○  
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業務従事者等の教育  ○  

(3) 契約終了時 

内容 
負担者 

備考 
市 受託者 

次 期 受 託 者 に 対 す る 業 務 委 託 の 引
継ぎ  ○  

追 加 調 達 し た 備 品 等 の 撤 去 ・ 原 状
復帰  ○  

22 備品等の持込 

(1) 原則として、受託者は、別紙２「貸与物件一覧」に記載のない備品等を業務

場所に持ち込まないこと。ただし、受託者が業務委託の遂行上必要とする備品

等を業務場所へ持ち 込む場合は、あらかじめ市と協議 のうえ、許可を得るこ

と。 

(2) 原則として、受託者は、情報端末（携帯電話、スマートフォン、ノートＰＣ

等）及び記録媒体（ＵＳＢメモリ等）を業務場所に持ち込まないこと。ただし、

受託者が業務委託の遂行上必要とする場合は、機器、用途、設置場所等につい

て、あらかじめ市と協議し許可を得ること。 

23 制度改正・組織変更等に伴う仕様の変更 

制度改正や組織変更等により、仕様に変更が生じる場合は、市と受託者が協議

のうえ、見直しを行う。 

24 損害賠償責任 

受託者の故意又は過失により、市又は第三者に損害を与えたときは、速やかに

市に報告し、その損害を賠償すること。ただし、その発生が市又は第三者の責め

に帰すべき事由による場合は、この限りでない。 

また、本業務委託に係る個人情報漏えい事故に対する補償を含んだ賠償責任保

険に加入し、市に報告すること。 

25 次期受託者に対する業務の引継ぎ 

受託者は、業務委託期間が終了となる場合（契約解除により契約終了の場合を

含む。）、次期受託者が業務委託開始日から滞りなく業務を行うことができるよ

う、速やかに市及び次期受託者に対して業務委託の引継ぎを行うこと。この場合、

市が必要と認める資料等は、遅滞なく全て提出すること。 
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26 その他 

(1) 本仕様書に定め のない事 項又は本仕 様書の内 容に疑義が 生じた場 合は、市

と受託者が協議のうえ、決定する。 

(2) 受託者は、業務委託の全部又は一部を再委託してはならない。ただし、あら

かじめ市の承諾を得た場合は、この限りではない。 

(3) 本契約の遂行にあたり、受託者は、障害者差別解消法を遵守し、また、障害

を理由 とする差 別の解消 の推進に関 する苫小 牧市職員 の対応要領 の趣旨を 理

解し、障害を理由とする差別の解消の推進に努めること。 

(4) 受託者は、自治 会や地元 町内会等と 情報交換 を行い良好 な関係を 維持する

こと。また、自治会や地元町内会等の運営サポートを実施すること。 

(5) 受託者は、市若 しくは市 教育委員会 又はこれ ら関係する 実行委員 会が実施 

する事業に対して協力を行うこと。 

(6) 入居者向けの季刊誌を市と協議のうえ作成し配布すること。 

27 福祉行政への協力 

受託者は、一人暮らしの高齢者宅への声かけ、地域防犯活動への協力など、

福祉行政への協力を行うものとする。 
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第 2 章 市営住宅管理業務の実施基準 

第１ 住宅管理人業務 

１ 住宅管理人業務の実施体制 

(1) 住宅管理人の配置 

ア 受託者は、別表１「管理事務所の設置場所、配置人員及び開所曜日」のと

おり、管理事務所に住宅管理人(以下「管理人」という。)を配置すること。 

配置にあたっては、雇用形態、勤務形態等については、業務に支障がない

よう配慮することとし、繁忙期・繁忙時間帯においても業務が滞ることのな

いよう適切な人員を配置すること。 

イ 月 曜日から 金曜日ま で開所す る管理事 務所に配 置される 管理人及 び月曜

日か ら金曜日 まで連 続 して勤務 する管理 人につい ては現場 責 任者と して配

置する。 

(2) 開所日及び業務時間 

管理事務所の開所日（以下「開所日」という。）及び管理事務所の開所時間

（以下「開所時間」という。）は、月曜日から金曜日(国民の祝日に関する法

律に規 定す る 休日 及 び 12月29日 から翌年 の1月3日までを 除く )の午前8時45

分から午後５時までとする。 

(3) 市は、管理人が業務委託の遂行上著しく不適格と認められるときは、受託者

に対し、その理由を明示して交代を指示することができる。 

２ 市との連絡体制等 

(1) 総括管理者及び 現場責任 者は、業務 委託につ いて市と協 議及び連 絡調整の 

窓口となる。 

(2) 各管理事務所において受理された各種申請書、届出書等については、総括管

理者又は現場責任者において集約し、整理のうえ市に引き継ぐこと。 

(3) 入居者等に対する連絡文書等については、市から総括管理者に引渡し、管理

事務所において送付及び周知を行うこと。 

(4) 管理事務所業務記録日誌(様式 2)を作成し、毎週１回、市に報告すること。 

(5) 管理人に対し年 １回以上 業務研修を 実施する とともに、 新たに採 用された

管理人に対しては採用後速やかに業務研修を実施し、結果について市に報告す

ること。 
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３ 管理事務所の管理及び車両の確保 

(1) 管理事務所の管理に係る光熱水費、通信費（携帯電話は除く）は市が負担す

る。 

(2) 受託者は、業務委託を遂行するにあたり必要な車両を確保し、その一切の経

費を負担する。 

(3) 管理事務所内の備品、什器等が正常な状態で維持されるよう管理し、事務所

内の清掃を行う。 

4 業務内容 

本業務委託の主な内容は、以下のとおりとし、受託者はこの仕様書のほか、別

に定める業務委託契約書、業務マニュアル等に従い、実施するものとする。 

(1) 入居手続きに関する業務 

ア 下見 

入居予定者が住宅設備等の下見をする際に鍵を貸し出し、終了後に回収す

る。 

イ 鍵渡し 

入居予定者に入居時の注意事項を説明し、所定の鍵を渡す。 

(2) 退去手続きに関する業務 

ア 市営住宅明渡し届出書（以下「退去届」という。）の受理等  

入居者から退去届の提出があった場合は、退去日までの日割り家賃等を付

記し、市に提出する。 

イ 退去時検査日の調整 

退去時検査日時を調整し、検査日までに、家財等をすべて撤去し、清掃す

るよう指示する。 

ウ 退去時検査の実施 

退去者立会いのもと退去検査を実施し、退去者の過失により個人負担にな

る部分及び市の負担となる修繕箇所の確認を行う。 

この時、修繕箇所を退去者に確認させるとともに、公営住宅修理依頼書（様

式４）を作成する。 

エ 鍵の回収 

退去検査終了時、入居時に渡した全ての鍵を回収する。 

オ 個人負担修繕料の計算 

個人負担修繕料を計算し、市に報告する。 
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カ 退去届等の引継ぎ 

退去に係る処理が終了後、速やかに退去届及び公営住宅修理依頼書（様式

４）を市に引き継ぐ。 

(3) 各種申請書、届出書等の受付業務 

受託者は、入居者等から模様替承認申請書、減免申請書等の各種申請書又は

届出書等の提出を受けた場合、記載事項の不備が無いことを確認し、速やかに

市に提出すること。 

  (4) 連絡文書等の送付及び周知業務 

ア 市が実施する改修工事等について、入居者等に周知すること。 

また、市営住宅又は当該住宅の敷地内において、市以外の者が施工する工

事等の実施に係る事実が判明した場合、当該事実に係る情報を収集し、市に

報告し、必要に応じて入居者に周知すること。 

イ 上記以外に市が指示する事項について、入居者等に対し周知すること。 

(5) 要望、苦情、相談等の処理業務 

ア 市からの連絡及び入居者等から窓口又は電話等により、要望、苦情又は相

談等を受けた場合、速やかに的確な回答、指導などの対応を行い、結果等を

市に報告すること。 

イ アのうち、受託者の判断で処理が困難なものは、詳細な資料等を用意のう

え、当該処理方針を市と協議し対応すること。 

ウ 市 からの連 絡及び入 居者等か ら要望を 受けた修 繕等につ いては、 現地調 

査等を行い、管理人が対応可能な調整、修繕については、管理人が行う。 

エ ウにおいて処理する以外は、入居者等からの申請を受理し、公営住宅修理

申請書（様式５）により、各関係業者へ修理依頼すると共に、市及び総括管

理者に引継ぎする。 

(6) 入居者に対する居住指導業務 

ア 市からの連絡及び入居者等から通報により、管理条例、規則及び関係要綱

等に定める禁止行為（ペット類の飼育禁止等入居申込時の誓約事項）を知り

得た場合は、当該行為を行っている入居者等に対して、注意・指導をすること。 

イ ゴミ出しのルールを守らない入居者に対し、ゴミの出し方などについて、

注意・指導をすること。 

ウ 入居者が管理すべき共同部分等において、荷物等の整頓がなされず、美観

や周辺環境を損なっている場合は、調査を行い原因者に対して注意・指導を
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行うこと。 

エ 上記の注意・指導結果等について、市に報告し、注意・指導後も是正が困 

難な場合には市と連携しながら処理すること。 

(7) 各種鍵の保管・管理業務 

ア 市営住宅の空室、共用部及び共同施設の鍵については、適正に保管し、管

理すること。 

イ 入居者等から共用部等の開錠要望があった場合は、原則として現地で立ち

会い対応すること。 

ウ 点検や工事などのため業者等から開錠要望があった場合は記録のうえ、貸

出も可能とする。 

(8) 市営住宅等の巡回・目視点検業務 

ア 管理人及び営繕業務の従事者は、定期的に市営住宅等を巡回し、目視によ

り建物を点検し、不具合がある場合には修繕等の対応をすること。 

また、その結果について市に報告すること。 

イ 市営住宅敷地内に違法駐車や放置車両、不法投棄等があった場合は、詳細

な資料等を用意のうえ、市と協議し必要な処理をすること。 

(9) 緊急対応 

ア 入居者の安否確認、火災などの重大な事故、緊急を要する修繕など、緊急

に対応する必要がある場合、現地調査を行い、その状況を市に報告するとと

もに市の指示により対応すること。 

イ 災害や事故等における対応マニュアルを作成し、市に提出すること。 

(10) 家賃等の収納に関する業務 

ア 収納事務委託契約 

家賃等の収納に関しては、別途「苫小牧市営住宅家賃等収納事務委託契約」

を締結し、これに基づき下記の業務を行う。 

イ 取り扱う収入科目 

受託者が、取り扱う収入科目は、市営住宅に係る市営住宅使用料、駐車場

使用料及び熱供給施設使用料（以下「家賃等」という。)とする。 

ウ 業務内容 

家賃等の収納に関する業務内容は、以下に掲げる業務とする。 

(ｱ) 家賃等の現金領収事務 

(ｲ) 家賃等の保管事務 



業務委託仕様書 

16 

(ｳ) 家賃等の市への引継事務 

エ 現金領収事務 

(ｱ) 家賃等の収納は現金収納による。 

(ｲ) 家賃等を収納したときは、受託者が領収書を交付する。 

オ 家賃等の保管事務 

家賃等の収納に係る証拠書類 及び関係帳簿を当該 年度業務終 了後、10年

間保存する。 

カ 市への引継ぎ 

受託者は、収納した家賃等を「現金引継簿・現金払込簿（様式1)」により、

翌営業日の午前10時までに市に引き継ぐ。ただし、市が認めたときは引継ぎ

を延期することができる。 

(11) 市からの依頼に基づく修繕箇所の確認 

受託者は、市が政策空家を入居者の移転先として活用するために、修繕箇所

の確認を依頼したときは、公営住宅修理依頼書（様式４）を作成し、市に引き

継ぐ。 

(12) その他 

ア 市が依頼する現地調査（居住実態） 

イ 市営住宅管理業務に関わる軽微な環境整備 

（管理事務所周辺の除雪、滑り止め砂の配布、設備への不凍液対応等） 

ウ その他市から依頼された調査 

エ 高齢入居者に対する安否確認 

入居 中の単 身 高齢 者 に対して は 、定期 的 に電話 連絡 に よる 安 否 確認を行 

う。 

実施にあたり必要な人員は、別表１「管理事務所の設置場所、配置人員及

び開所曜日」とは別に配置すること。 

 

第２ 夜間休日管理業務 

1 夜間休日管理業務の実施体制 

(1) 実施体制 

ア 開所日における開所時間以外の時間（以下「夜間」という。）及び開所日

以外の日（以下「休日」という。）でも、災害・事故等の緊急時並びに入居

者等からの緊急修繕及び安否確認等の要請に備え、24 時間対応とするため、
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大成地区市営住宅管理人事務所に管理人を配置し、市内すべての市営住宅を

対象とした管理体制を整える。 

イ 本業務の従事者は、夜間及び休日（以下「夜間休日」という。）１日につ

き、２名以上配置するものとする。 

ウ 総 括管理者 又は現場 責任者は 、業務委 託につい て市と協 議及び連 絡調整 

の窓口となる。 

(2) 業務時間 

ア 夜間の業務時間は午後 5 時から翌朝午前 8 時 45 分までとする。 

イ 休日の業務時間は午前 8 時 45 分から翌朝午前 8 時 45 分までとする。 

(3) 業務報告 

業務報告については、管理事務所業務記録日誌(様式 2)を作成し、毎週１回、

市に報告すること。  

２ 業務内容 

本業務委託の主な内容は以下のとおりとし、この仕様書のほか、業務マニュ

アル等に従い実施するものとする。 

(1) 入居手続きに関 する業務 及び退去手 続きに関 する業務に ついては 、特別の

事情が認められる場合に限り実施する。 

(2) 入居者から納入通知書等により家賃等の支払いがあった場合は、領収する。 

(3) 漏水等の事故により緊急現場対応が必要と認められる場合は、1 名が現場処 

理を行い、他の 1 名は事務所において連絡体制をとり、関係業者に要請する。 

(4) (3)で処理する以外は、入居者等からの申請を受理し、別に定める修理申請

書に記載し、翌開所日に各関係業者へ修理依頼すると共に、総括管理者又は現

場責任者に引継ぎする。 

(5) 故障その他によ り、入居 者等の生活 に重大な 支障を及ぼ すと認め られる事

項については、その状況を総括管理者又は現場責任者に報告するとともに総括

管理者又は現場責任者の指示により対応すること。 

(6) 警察や自治会等からの要請に応じて入居者の安否確認を行う。 

(7) 駐車場の使用を 許可され ていない者 が、駐車 場の区画に 駐車して いる場合

には、貼り紙等による注意を行う。 

(8) 昇降機故障時に保守点検業者へ連絡する。 

(9) 入居者からの苦情に対応する。 

(10) 市営住宅及び機械室等に修繕その他のために関係者が立ち入る時は、鍵の貸
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出しを行う。 

 

第３ 営繕業務 

１ 営繕業務の実施体制 

(1) 実施体制 

ア 営繕業務を遂行のため、業務従事者を2名以上配置すること。 

イ 総 括管理者 又は現場 責任者は 、業務委 託につい て市と協 議及び連 絡調整 

の窓口となる。 

また、本業務委託の業務従事者の時間外勤務については、総括管理者又は

現場責任者が決定することとする。 

(2) 市からの依頼 

市からの依頼は、上記時間帯に業務が完了できるよう配慮する。 

２ 業務内容 

本業務委託の主な内容は、以下のとおりとし、受託者はこの仕様書のほか、別

に定める業務委託契約書、業務マニュアル等に従い、実施するものとする。 

(1) 本業務委託にお いて行う 修繕につい ては、市 及び管理人 から依頼 された軽

易な原状回復を目的とした維持管理修繕(小破修繕)とし、業務マニュアル等に

基づき実施する。 

(2) 受託者が対応できない修繕については、速やかに市に連絡すること。 

(3) 作業中に市の施設、備品等の取扱いに十分留意し損傷を与えないこと。 

３ 修繕等に要する諸材料等 

(1) 修繕等に要する諸材料は、市が負担する。 

(2) 原材料受払簿を作成し、年度末に市に提出すること。 

(3) 営繕業務において排出される廃棄物等の処理については、受託者が行う。 

４ 業務報告 

業務報告については、様式３営繕業務作業報告書（日報・修理完了報告）によ

り、市に週１回提出すること。 
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別表１ 管理事務所の設置場所、配置人員及び開所曜日 

 

事 務 所名  所 在 地  
管 理 する  
市 営 住宅  
所 在 地  

管 理 人  
配 置 人員  開 所 曜日  備 考  

大 成 地区 市 営 住 宅

管 理 人事 務 所  

市 内 大成 町  

1 丁 目 11-1 

大 成 町  

青 葉 町  

弥 生 町  

４ 名  月 ～ 金  常 駐  

末 広 地区 市 営 住 宅

管 理 人事 務 所  

市 内 末広 町  

1 丁 目 19-14 

末 広 町  

旭 町  

若 草 町  

1 名  月 ～ 金  常 駐  

住 吉 地区 市 営 住 宅

管 理 人事 務 所  

市 内 住吉 町  

1 丁 目 3-9 

住 吉 町  

字 高 丘  
1 名  月 ～ 金  常 駐  

明 徳 地区 市 営 住 宅

管 理 人事 務 所  

市 内 明徳 町  

4 丁 目 3-29 
明 徳 町  1 名  火 ・ 木  非 常 駐  

日 新 地区 市 営 住 宅

管 理 人事 務 所  

市 内 日新 町  

4 丁 目 4-6 
日 新 町  １ 名  月 ～ 金  常 駐  

山 手 地区 市 営 住 宅

管 理 人事 務 所  

市 内 山手 町  

１ 丁 目 9-1 
山 手 町  1 名  月 ・ 水・ 金  非 常 駐  

光 洋 地区 市 営 住 宅

管 理 人事 務 所  

市 内 光洋 町  

3 丁 目 12-9 

光 洋 町  

日 吉 町  
1 名  火 ・ 木  非 常 駐  

東 開 地区 市 営 住 宅 

管 理 人事 務 所  

市 内 東開 町  

6 丁 目 2-3 

沼 ノ 端中 央  

東 開 町  

字 植 苗  

1 名  月 ・ 水・ 金  非 常 駐  

勇 払 地区 市 営 住 宅

管 理 人事 務 所  

市 内 字勇 払

132 
字 勇 払  1 名  火 ・ 木  非 常 駐  
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様式１ 現金引継簿・現金払込簿 
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様式２ 管理事務所業務記録日誌 
業務発生日時 業務内容 処理状況 

日時  月 日（ ） 
住所   町 
氏名  
電話  

 

 

業者依頼 
総括管理者 
管理人 
市 

日時  月 日（ ） 
住所   町 
氏名  
電話  

 業者依頼 
総括管理者 
管理人 
市 

日時  月 日（ ） 
住所   町 
氏名  
電話  

 業者依頼 
総括管理者 
管理人 
市 

日時  月 日（ ） 
住所   町 
氏名  
電話  

  業者依頼 
総括管理者 
管理人 
市 

日時  月 日（ ） 
住所   町 
氏名  
電話  

 業者依頼 
総括管理者 
管理人 
市 

日時  月 日（ ） 
住所   町 
氏名  
電話  

 業者依頼 
総括管理者 
管理人 
市 

日時  月 日（ ） 
住所   町 
氏名  
電話  

 業者依頼 
総括管理者 
管理人 
市 

業
務
例 

A 退 去 立 会 検 査  

B 修 理 完 了 検 査  

C 入 居 後 点 検  

D 退 去 住 宅 再 調 査  

 

E 排 水 不 良 調 査  

F 建 付 不 良 調 査  

G 天 井 か ら の 水 漏 れ 調 査  

H ロ ー タ ン ク不 良  

（ く さ り 調 整 、 フ ロ ー ト バ ル

ブ 取 替 ）  

I カ ラ ン 水 漏 れ 調 査  

（ 流 し 、 洗 面 所 、 浴

室 ）  

J そ の 他 の 苦 情  
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様式3 

市 営 住 宅 課  営 繕 センター 

課 長  課 長 補 佐    係 長  係    

営繕業務作業報告書（日報・修理完了報告） 

月 日 曜 日 天 候  

報 告

者  

氏 名  

 
勤 務  

時 間  

時   分 から 

時   分 まで 

車 両  

使 用 状

況  

走 行 キロ数  給 油  

ｋｍ ㍑ 

作 業 先  
受 付 番

号  
業 務 内 容  所 要 時 間  
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様式 4 公営住宅修理依頼書 
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様式５ 公営住宅修理申請書 
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1 
 

 
「市営住宅所在地等一覧」及び「共同施設所在地等一覧」 

令和８年３月３１日現在 
(1) 市営住宅 

名称 位置 種別 戸数 

青葉町市営住宅 

苫小牧市青葉町 1 丁目 公営住宅 372 戸 

苫小牧市青葉町 2 丁目 
公営住宅 80 戸 

改良住宅 30 戸 

旭町市営住宅 苫小牧市旭町 2 丁目 
公営住宅 132 戸 

改良住宅 20 戸 

植苗市営住宅 苫小牧市字植苗 公営住宅 46 戸 

光洋町市営住宅 苫小牧市光洋町 3 丁目 公営住宅 212 戸 

末広町市営住宅 苫小牧市末広町 1 丁目 公営住宅 339 戸 

住吉町市営住宅 
苫小牧市住吉町 1 丁目 公営住宅 480 戸 

苫小牧市住吉町 2 丁目 公営住宅 200 戸 

大成町市営住宅 苫小牧市大成町 1 丁目 
公営住宅 1,316 戸 

改良住宅 182 戸 

高丘市営住宅 苫小牧市字高丘 公営住宅 60 戸 

東開町市営住宅 

苫小牧市東開町 4 丁目 公営住宅 150 戸 

苫小牧市東開町 5 丁目 公営住宅 90 戸 

苫小牧市東開町 6 丁目 公営住宅 80 戸 

日新町市営住宅 
苫小牧市日新町 3 丁目 公営住宅 110 戸 

苫小牧市日新町 4 丁目 公営住宅 598 戸 

沼ノ端中央市営住宅 
苫小牧市沼ノ端中央 3 丁目 公営住宅 26 戸 

苫小牧市沼ノ端中央 5 丁目 公営住宅 90 戸 

日吉町市営住宅 
苫小牧市日吉町 3 丁目 公営住宅 48 戸 

苫小牧市日吉町 4 丁目 公営住宅 168 戸 

明徳町市営住宅 苫小牧市明徳町 4 丁目 公営住宅 324 戸 

山手町市営住宅 

苫小牧市山手町 1 丁目 公営住宅 142 戸 

苫小牧市山手町 2 丁目 
公営住宅 40 戸 

改良住宅 225 戸 

弥生町市営住宅 苫小牧市弥生町 2 丁目 
公営住宅 260 戸 

改良住宅 263 戸 

勇払市営住宅 苫小牧市字勇払 公営住宅 138 戸 

別紙 1 
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勇払市営住宅 苫小牧市字勇払 改良住宅 104 戸 

若草町市営住宅 苫小牧市若草町 3 丁目 公営住宅 120 戸 
 
 
(2) 駐車場 

名称 位置 区画数 

青葉町市営住宅駐車場 
苫小牧市青葉町 1 丁目 353 区画 

苫小牧市青葉町 2 丁目 110 区画 

植苗市営住宅駐車場 苫小牧市字植苗 51 番地 46 区画 

住吉町市営住宅駐車場 
苫小牧市住吉町 1 丁目 432 区画 

苫小牧市住吉町 2 丁目 200 区画 

大成町市営住宅駐車場 苫小牧市大成町 1 丁目 990 区画 

高丘市営住宅駐車場 苫小牧市字高丘 6 番地 60 区画 

東開町市営住宅駐車場 
苫小牧市東開町 4 丁目 150 区画 

苫小牧市東開町 5 丁目 90 区画 

日新町市営住宅駐車場 苫小牧市日新町 4 丁目 450 区画 

沼ノ端中央市営住宅駐車場 苫小牧市沼ノ端中央 5 丁目 90 区画 

明徳町市営住宅駐車場 苫小牧市明徳町 4 丁目 324 区画 

勇払市営住宅駐車場 苫小牧市字勇払 132 番地 164 区画 

若草町市営住宅駐車場 苫小牧市若草町 3 丁目 120 区画 
 
 
(3) 集会所 

名称 位置 

青葉大成地区集会所 苫小牧市青葉町 2 丁目 1 番 10 号 

光洋町集会所 苫小牧市光洋町 3 丁目 12 番 9 号 

末広町集会所 苫小牧市末広町 1 丁目 2 番 22 号 

明徳団地集会所 苫小牧市明徳町 4 丁目 3 番 29 号 

日新町集会所 苫小牧市日新町 4 丁目 4 番 6 号 

山手改良住宅集会所 苫小牧市山手町 2 丁目 9 番 1 号 
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(4) 管理事務所 

名称 位置 担当市営住宅 

光洋地区市営住宅管理人事務所 苫小牧市光洋町 3 丁目 12 番 9 号 光洋町市営住宅 
日吉町市営住宅 

末広地区市営住宅管理人事務所 苫小牧市末広町 1 丁目 19 番 14 号 
旭町市営住宅 
末広町市営住宅 
若草町市営住宅 

住吉地区市営住宅管理人事務所 苫小牧市住吉町 1 丁目 3 番 9 号 住吉町市営住宅 
高丘市営住宅 

大成地区市営住宅管理人事務所 苫小牧市大成町 1 丁目 11 番 1 号 
大成町市営住宅 
青葉町市営住宅 
弥生町市営住宅 

日新地区市営住宅管理人事務所 苫小牧市日新町 4 丁目 4 番 6 号 日新町市営住宅 

東開地区市営住宅管理人事務所 苫小牧市東開町 6 丁目 2 番 3 号 
沼ノ端中央市営住宅 
東開町市営住宅 
植苗市営住宅 

明徳地区市営住宅管理人事務所 苫小牧市明徳町 4 丁目 3 番 29 号 明徳町市営住宅 

山手地区市営住宅管理人事務所 苫小牧市山手町 1 丁目 9 番 1 号 山手町市営住宅 

勇払地区市営住宅管理人事務所 苫小牧市字勇払 132 番地 勇払市営住宅 
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貸与物件一覧 

 市が受託者に貸与する物件は、次のとおりとする。なお、表に記載がなく、業務遂行

上必要となる備品の調達については、市と協議のうえ、決定する。 

 

１ 電話機 

 業務連絡用 9 台（各管理事務所 1 台づつ） 

２ 備品 

備品一覧に掲載する備品 

 

３ 事務机、椅子等 

備品一覧表に掲載する以外の事務机、椅子、キャビネット、ロッカー等 

４ その他 

作業用工具一式 

№ 品名 品質・規格 備考 取得年月日 使用箇所場所

1 ファイリングキャビネット コクヨ　Ａ4-02　グレー Ｈ24 194 Ｈ1-20 平成25年4月1日 光洋管理人事務所

2 書類キャビネット コクヨ　W880D515H1790両開  3×6 S62 135 平成25年4月1日 末広管理人事務所

3 スチール書庫 イオン 3×3 S48 145 平成25年4月1日 日新管理人事務所

4 ファイリングキャビネット コクヨ　Ａ4-02　グレー Ｈ24 230 Ｈ1-13 平成25年4月1日 住吉管理人事務所

5 ファイルキャビネット コクヨ　Ｂ4-02 Ｈ24 232 Ｈ-2 平成25年4月1日 東開管理人事務所

6 スチール書庫 コクヨ　Ｓ-Ｄ3605　グレー　3×6 Ｈ24 233 Ｈ-4 平成25年4月1日 東開管理人事務所

7 サンデン　ポット式石油ストーブ ＫＳ-105　ＥＤＴ-1Ａ Ｈ24 234 Ｈ-6 平成25年4月1日 東開管理人事務所

8 ブラインド Ｈ24 235 Ｈ-7 平成25年4月1日 東開管理人事務所

9 スチール机 6号 Ｈ24 236 Ｓ54-19 平成25年4月1日 明徳管理人事務所

10 ファイルマスター Ａ4-2段　キイ№Ｇ309 Ｈ24 237 Ｓ52-7 平成25年4月1日 明徳管理人事務所

11 ファイリングキャビネット コクヨ　Ａ4-02　グレー Ｈ24 239 Ｈ1-19 平成25年4月1日 山手管理人事務所

12 ファイルキャビネット コクヨ　Ｂ4-02 Ｈ24 266 Ｈ-3 平成25年4月1日 勇払管理人事務所

13 スチール書庫 コクヨ　Ｓ-Ｄ3605　グレー　3×6 Ｈ24 267 Ｈ-5 平成25年4月1日 勇払管理人事務所

整理番号

備品一覧
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個人情報の取扱いに関する特記事項 

 
（基本的事項） 

第１ 受託者は、個人情報（個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号。以

下「個人情報保護法」という。）第 2 条第 1 項に規定する個人情報をいう。以下同じ。）

の保護の重要性を認識し、この契約による業務（以下「業務」という。）における個

人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報

を適正に取り扱わなければならない。 

（個人情報の保護に関する法令等の遵守） 

第２ 受託者は、業務の履行に当たっては、個人情報保護法及び個人情報保護委員会が

定める個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（以下「ガイドライン」

という。）に基づき、本個人情報の取扱いに関する特記事項（以下「特記事項」とい

う。）を遵守しなければならない。 

（責任体制の整備） 

第３ 受託者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その

体制を維持しなければならない。 

（業務責任者等の届出） 

第４ 受託者は、個人情報の取扱いに係る業務責任者を定め、委託者に報告しなければ

ならない。 

２ 受託者は、業務責任者を変更した場合は、速やかに委託者に報告しなければならな

い。 

３ 業務責任者は、特記事項に定める事項を適切に実施するよう業務従事者を監督しな

ければならない。 

４ 業務従事者は、業務責任者の指示に従い、特記事項に定める事項を遵守しなければ

ならない。 

（取扱区域の特定） 

第５ 受託者は、個人情報を取り扱う場所（以下「取扱区域」という。）を定め、業務

の着手前に委託者に報告しなければならない。 

２ 受託者は、取扱区域を変更する場合は、事前に委託者の承諾を得なければならない。 

３ 受託者は、委託者が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を取扱区域から

持ち出してはならない。 

（教育の実施） 

第６ 受託者は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、特記事項に

おける業務従事者が遵守すべき事項その他業務の適切な履行に必要な教育及び研修

を業務従事者に対して実施しなければならない。 

 

（守秘義務） 

第７ 受託者は、業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報を第三者に漏らし

てはならない。 

別紙 3 
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２ 受託者は、業務責任者及び業務従事者が業務の履行により直接又は間接に知り得た

個人情報を第三者に漏らさないようにしなければならない。 

３ 受託者は、契約期間満了後又は契約解除後においても、前２項に規定する事項を守

らなければならない。 

（再委託） 

第８ 受託者は、業務を第三者へ委託（受託者の子会社へ委託する場合を含む。以下「再

委託」という。）する必要がある場合は、再委託先の名称、再委託する理由、再委託

して処理する内容、再委託先において取り扱う情報、再委託先における安全性及び信

頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にした上で、

再委託することについて業務の着手前に委託者の承諾を得なければならない。 

２ 前項の場合、受託者は、再委託先にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとと

もに、委託者に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うもの

とする。 

３ 受託者は、再委託先との契約において、再委託先に対する管理及び監督の手続及び

方法について具体的に規定しなければならない。 

４ 受託者は、再委託先に対して業務を委託した場合は、その履行状況を管理・監督す

るとともに、委託先の求めに応じて、管理・監督の状況を適宜報告しなければならな

い。 

（派遣労働者等の利用時の措置） 

第９ 受託者は、業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる

場合は、当該正社員以外の労働者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させなければ

ならない。 

２ 受託者は、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うもの

とする。 

（個人情報の管理） 

第１０ 受託者は、業務において利用する個人情報を保持している間は、ガイドライン

に定める各種の安全管理措置を遵守するとともに、次の各号の定めるところにより、

個人情報の管理を行わなければならない。 

（１）個人情報を取り扱う事務、個人情報の範囲及び同事務に従事する者を明確化する

こと。 

（２）組織体制の整備、取扱状況を確認する手段の整備、情報漏えい等の事案に対応す

る体制の整備、取扱状況の把握及び安全管理措置の見直しを行うこと。 

（３）業務従事者の監督及び教育を行うこと。 

（４）個人情報を取り扱う区域の管理、機器及び電子媒体等の盗難等の防止、電子媒体

等の取扱いにおける漏えい等の防止、個人情報の削除並びに機器及び電子媒体等の

廃棄を行うこと。 

（５）アクセス制御、アクセス者の識別と認証、外部からの不正アクセス等の防止及び

情報漏えい等の防止を行うこと。 

（提供された個人情報の複製等の禁止） 

第１１ 受託者は、業務を処理するために委託者から提供された個人情報を、委託者の
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承諾なしに複写し、又は複製してはならない。 

（提供された個人情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止） 

第１２ 受託者は、業務において利用する個人情報について、業務以外の目的で利用し、

又は第三者へ提供してはならない。 

（受渡し） 

第１３ 受託者は、委託者から個人情報を受領する際は、委託者が指定した手段、日時

及び場所で行った上で、委託者に対し、個人情報を受領した旨の文書を提出しなけ

ればならない。 

（個人情報の返還又は廃棄） 

第１４ 受託者は、業務の終了時に、業務において利用する個人情報について、委託者

の指定した方法により、返還、消去又は廃棄を実施しなければならない。 

２ 受託者は、業務において利用する個人情報を消去又は廃棄する場合は、事前に消去

又は廃棄すべき個人情報の項目、媒体名、数量、消去又は廃棄の方法及び処理予定

日について委託者の承諾を得なければならない。 

３ 受託者は、個人情報の消去又は廃棄に際し、委託者から立会いを求められた場合は、

これに応じなければならない。 

４ 受託者は、業務において利用する個人情報を廃棄する場合は、当該個人情報を判読

不可能とするのに必要な措置を講じなければならない。 

５ 受託者は、個人情報の消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った日時、担当

者名及び消去又は廃棄の内容を記録し、委託者に対して報告しなければならない。 

（報告及び緊急時報告） 

第１５ 受託者は、委託者から、個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場

合は、直ちに報告しなければならない。 

２ 受託者は、個人情報の取扱いの状況に関する緊急時報告の手順を定めなければなら

ない。 

（監査及び検査） 

第１６ 委託者は、業務に係る個人情報の取扱いについて、この契約の規定に基づき必

要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、受託者及び再委託先に

対して、監査又は検査を行うことができる。 

２ 委託者は、前項の目的を達するため、受託者に対して必要な情報を求め、又は業務

の処理に関して必要な指示をすることができる。 

（事故時の対応） 

第１７ 受託者は、業務に関し個人情報の漏えい等の事故（個人情報保護法違反又はそ

のおそれのある事案を含む。）が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有

無に関わらず、直ちに委託者に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、

事故の発生場所、発生状況等を報告し、委託者の指示に従わなければならない。 

２ 受託者は、個人情報の漏えい等の事故が発生した場合に備え、委託者その他の関係

者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧及び再発防止の措置を迅速かつ適切

に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。 

３ 委託者は、業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて
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当該事故に関する情報を公表することができる。 

（契約解除） 

第１８ 委託者は、受託者が特記事項に定める義務を履行しない場合は、特記事項に関

連する委託業務の全部又は一部を、催告をすることなく直ちに解除することができ

る。 

２ 受託者は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、委託

者に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。 

（損害賠償） 

第１９ 受託者の故意又は過失を問わず、受託者が特記事項の内容に違反し、又は怠っ

たことにより、委託者に対する損害を発生させた場合は、受託者は、委託者に対し

て、その損害を賠償しなければならない。 

 


